
令和２年４月 

教育委員会臨時会議案等 

新潟市教育委員会 



令和２年４月教育委員会臨時会議事日程 

新潟市教育委員会 

日 時 令和２年４月９日（木） 午後３時００分 開会 

場 所 新潟市役所白山浦庁舎５号棟３階 教育会議室１ 

日 程 第１ 会議録署名委員の指名 

第２ 報告 

・新潟市立学校園の再開状況及び社会教育施設の 

対応状況等について･･･････････････････････････････････当日配布 

    学校園再開に向けたガイドライン等ついて 

    感染者が出た場合の対応について 

    部活動について 

    社会教育施設の対応状況について 

第３ 次回日程 

  ４月定例会 令和 ２年 ４月１７日（金）午後３時３０分 

 ５月定例会 令和 ２年 ５月２９日（金）午後３時３０分 

第４ 閉会 



事 務 連 絡 

令和２年４月１０日 

市立中学校長    様 

市立中等教育学校長 様 

市立高等学校長   様 

新潟市教育委員会学校支援課長 

学校における新型コロナウイルス感染への対応について（通知）(案) 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等を踏まえ，生徒への感染リスクを減らす

ために，以下の取組をお願いします。 

〇 令和２年４月１１日（土）より５月１０日（日）までの部活動を中止とする。 

なお，臨時休校時における部活動の中止による生徒にかかる心身のストレスを解消 

するために，以下の例を参考に，各校で放課後の取組を検討してください。 

 〇 平日，授業終了後の一定時間，勤務時間内で体育館やグラウンド，音楽室，教

室等を希望する生徒が使用できるようにする。 

 〇 その際，人数に応じて学級・学年ごとに曜日を限定するなど，「密閉」「密集」

「密接」を避ける。 

新型コロナウイルス感染症に関しては，日々状況が変化しているため，今後も必要 

に応じて対応を検討する場合があることを申し添えます。 

担 当：学校支援課  

課長補佐  丸山 明生 

TEL ：０２５－２２６－３２６１ 

FAX ：０２５－２３０－０４３２ 

e-mail：a.maruyama1644@city.niigata.lg.jp 

分類 １００１
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新型コロナウイルス感染者発生時の学校園の対応について 

感染者が発生した場合、文部科学事務次官が通知したガイドラインに沿い、学校内の活動

の態様、接触者の程度、感染経路、学校周辺の感染状況など考慮しつつ、保健衛生部との協

議や専門家の意見などを踏まえて教育委員会で必要な事項を決定し、学校園に指示する。 

なお、感染状況は様々な場合が想定されるため、上記ガイドラインを踏まえ、個別の事情

をみながら、臨時休業の実施の有無、規模及び期間について判断することとするが、現時点

で想定される臨時休業等の目安を以下のとおりした。 

１  園児児童生徒（以下「児童等」とする）が感染した場合 

 〇保健所による濃厚接触者の特定への協力及び施設の消毒のために、３日間の臨時休業を 

行う。 

〇感染した児童等は治癒するまで出席停止。当該学級は感染者が最後に登校、登園した日

の翌日から数えて１４日間（臨時休業の３日間を含む）の学級閉鎖を行う。 

〇児童等が２人以上感染した場合は、感染状況に基づいて、学年閉鎖及び臨時休業を検討

する。 

 ≪臨時休業等の目安≫ 

感染者の発生 措置の範囲 

学級に１人以上 学級閉鎖 

１つの学年に複数学級で発生 学年閉鎖 

複数の学年で発生 臨時休業 

２  教職員が感染した場合 

 〇職種に関わらず、保健所による濃厚接触者の特定への協力及び施設の消毒のために、３

日間の臨時休業を行う。 

〇感染した教職員は治癒するまで特別休暇を取得。 

〇児童等との関わりにより、学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休業を検討する。 

≪臨時休業等の目安≫ 

感染者の職種等 措置等の範囲（児童等） 

①学級担任 学級閉鎖 

②専科教員、教科担任 
担当した学級を学級閉鎖 

（学級数等により学年閉鎖、臨時休業も検討） 

③児童等と接触が多い職種等（養護

教諭、司書など） 
濃厚接触者と特定された児童等は出席停止 

④児童等と接触が少ない職種等 

・管理職（校長、教頭） 

・学校事務職員 

・栄養教諭、栄養士 

・給食調理員、用務員 

・地域教育コーディネーター など

措置はなし 

・濃厚接触者と特定された児童等は出席停止 

・授業や給食指導を行った場合は、学級閉鎖等も

検討 

令和２年４月９日 

保 健 給 食 課 
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４月１３日以降の事業等の実施について 

政府専門家会議による感染状況に応じた地域の３区分 

感染拡大 

警戒地域 

定義 

直近１週間の新規感染者や経路不明な感染者が、

その１週間前と比べて大幅に増加している 

医療提供体制の切迫性が高い、又はそのおそれが

高まっている状況 

対応 

・「３つの密」を避ける行動を徹底 

・期間を明確にした自粛要請 

・１０名以上が集まる集会・イベントを避ける 

・家族以外の多人数での会食を行わない 

・学校の一斉臨時休校も選択肢として検討すべき 

感染確認 

地域 

定義 

直近１週間の新規感染者や経路不明な感染者が、

その１週間前と比べて一定程度の増加幅に収まっ

ている 

対応 

・「３つの密」を徹底的に回避した上で、感染拡大

リスクの低い活動は実施する 

・屋内で５０名以上が集まる集会・イベントは控

える 

感染未確認 

地域 

定義 
直近１週間において感染者が未確認  

※海外帰国者除く 

対応 

・屋外でのスポーツや観戦、文化・芸術施設の利

用、参加者が特定された地域イベントなどは、適

切な感染症対策を講じて実施する 

・上記の場合も「３つ密」を徹底的に回避する 

新潟市は直近１週間（3/31～4/6）の感染者数が３名（うち２名は海外帰国者）

であり、その前の１週間の（3/24～3/30）感染者数２名と比べて一定程度の増加

幅に収まっていることから、「 感染確認地域」に該当する。 

４月１３日以降の事業について 

屋内で５０名未満が参加する事業等は、「３つの密」を回避した上で、 

感染拡大リスクの低い事業を実施していきます。 

令和２年４月９日 

生涯学習センター 
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体育・運動施設
(これに準じる施設も含む）

高齢者関連施設等

その他施設

※なお、新型コロナウイルス感染症に係る施設利用の取止めに伴う施設利用料の返金については、従前期限４月３０日（木）を５月
３１日（日）に延長して実施します。

アグリパーク（一部施設） ～5月10日 ～4月12日 農林水産部 食と花の推進課
025-226-1794

農村環境改善センター及び地域研修センター（体育施設以外の部分） 当面の間 開館中 農林水産部 農村整備・水産課
025-226-1821

西区役所 西区地域課
025-264-7193

循環社会推進課
025-226-1423

市民病院事務局管理課
025-281-5151（代表）

環境部
ふれあい健康センター（アクアパークにいがた）のキッズルーム及び休
憩室、健康教室及びスタジオの利用

病児保育室リトルスワン
当分の間
休室

3月2日～
当分の間
休室

佐潟水鳥・湿地センター（観察舎含む） ～5月10日 ～4月12日

市民病院

体育施設（屋
内）の取り扱
いに準ずる

～4月12日

高齢者支援課
025-226-1290

江南区役所

所管部

新潟市社会福祉協議会
025-243-4366

地域包括ケア推進課
025-226-1281

西蒲区地域総務課
0256-72-8194

問合せ先

問合せ先

西蒲区役所

所管部

福祉部

江南区産業振興課
025-382-4809

～5月10日

生涯学習センター
025-224-2088

地域教育推進課
025-226-3218

中央公民館
025-224-2088

新潟市社会福祉協議会
025-243-4366

各区健康福祉課

農村整備・水産課
025-226-1821

西蒲区地域総務課
0256-72-8194

農林水産部

教育委員会～4月12日

休業休館期間施設名等 従前

地域包括ケア推進モデルハウス（9か所）（休止依頼） ～4月12日

潟東ゆう学館の福祉棟 ～4月12日

～4月12日

総合福祉会館内の老人福祉センター・障がい福祉センター ～4月12日

老人憩の家等
の取り扱いに
準ずる

休業休館期間

老人憩の家等（全33か所中4か所はコミセン等内設置） ～4月12日

老人福祉センター（12か所）

～4月12日

～4月12日

総合福祉会館内の多目的ホール

認知症カフェ（15か所）（休止依頼） ～4月12日

地域の茶の間（491か所）（休止依頼） ～4月12日

施設名等 従前

～5月10日

横越地区勤労者総合福祉センター ～4月12日

～4月12日

体育施設（屋
内）の取り扱
いに準ずる

ゆいぽーと（芸術創造村・国際青少年センター体育館、軽運動場）

岩室地区公民館講堂

～4月27日

地域保健福祉センター、健康センター内の体育施設に準じるホールなど

令和2年4月9日
生涯学習センター

新型コロナウイルス感染症に関する施設等の休館・休業等について

岩室すこやかセンターの体育室 ～4月12日

農村環境改善センター及び地域研修センター（体育施設部分）

福祉部

保健衛生部
福祉部

西蒲区

～4月12日

～4月12日

施設名等 従前 所管部 問合せ先

スポーツ振興課
025-226-2588

雇用政策課
025-226-1642

クロスパルにいがた（生涯学習センター・中央公民館) 軽運動室 ～4月12日

休業休館期間

新潟テルサフィットネスセンター

体育施設（屋内） ～4月12日 文化スポーツ部

経済部
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１ 学校開放事業について             
　児童大人中心の団体，子ども中心の団体を問わ
ず，すべての団体の休止期間を5月10日（日）まで
延長する。
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